
 
 
 
 
 
 
 
 
１．はじめに 

 
 JR 沼津駅周辺では鉄道高架事業、土地区画整理

事業、市街地再開発事業が計画されている。そのう

ち北口駅前広場は、①賑わい(広場空間)、②環境へ

の配慮（太陽パネルの活用、歩道の透水性平板使用）、

③ユニバーサルデザイン(以下 UD とする)(バスとタ

クシーのツインロータリーによる安全な歩行環境、

誘導ブロック、バス・タクシー乗場のシェルター)
等の基本方針に基づいて計画された。1),2)) 
 そして、地域振興整備公団による静岡東部拠点第

一地区土地区画整理事業として北口駅前広場が

2001 年 5 月に着工された。当業務は着工と同時に

ＵＤの観点から設計の再検討行い、必要に応じて設

計を修正し、施工を行った。 
 
２．施工中の UD によるチェックと設計の修正 

 
 都市や都市交通の UD の目的は①福祉(ノーマラ

イゼーション)、②安全安心、③環境であり、その達

成は①バリアフリー・モビリティ、②参加･協働、③

管理・運用、④評価・フィードバック・継続によっ

てなされるとされている。3)､4),5) 
 北口駅前広場は、既に委員会等によって UD を基

本方針とし、その考え方に基づいた計画・設計がな

されていた。 
 そして、さらに UD 度の高い駅前広場とするため 
に、施工しながら UD の再検討を行い、施工･工期

等に重大な支障を生じない範囲で設計を修正して施

工することとした。その方針は次のとおりである。 
ａ．達成方法であるバリアフリー・モビリティと参

加・協働の観点からの検討･修正を行う 
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ｂ．施工に重大な支障を生じる駅前広場の基本構造 
は変更しない(バスとタクシーのツインロータリ

ー構造は踏襲する) 
ｃ．既に発注している部材･素材等は変更しない 
ｄ．障害者等の多様な当事者の参加により当初の設

計内容を評価し、必要に応じて修正する 
ｅ．工期を考慮した修正・変更を基本とする 

 
網がけ部分は今回実践。点線部分は工事完了後事後評価を実施して、
他の駅周辺事業等にフィードバックする予定 

図１ 都市交通のＵＤの達成方法と当計画の対象 

 
３．UD の観点からの変更、実践 

 

（１）障害者等の参加による設計修正 

 ＵＤの達成手法の一つである参加･協働を実践す

るために、利用主体である市民・当事者に設計内容

を提示して評価してもらい、また歩車道段差、誘導

ブロックの敷設方法、サインデザイン等についての

意見をきいて次のような設計変更を行った。 
表―当事者参加の内容 

検討項目 ヒアリング等の対象者 
車いす利用の条件等 静岡県車いす友の会沼津支部 
視覚障害者へのヒアリン
グ 

沼津市視覚障害者協会、沼津盲
学校先生 

誘導ブロックの設置方法
について実地点検 

沼津市視覚障害者協会、沼津盲
学校先生、生徒等 

触知図について 沼津盲学校先生、生徒 
触知図と情報伝達方法 沼津盲学校先生、卒業生 
サインについて 沼津盲学校先生、高齢者、子育

てサークル 
（ａ）歩道高の一定化と車道のすりつけ 

 駅前広場においては、従来は車道部高を固定し、

歩道面を車道にすりつけるのが一般的である。 
 その結果、車道にすりつけた歩道面が波打つこと

になり、広場内の車いす等の通行に不快感を生じる
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場合がある。 
 このため、当駅前広場は歩車道段差をバスロータ

リー１５ｃｍ、タクシー・一般車ロータリー３ｃｍ

としたが、それぞれのロータリー車道高を上下して

段差を確保することによって歩道面の高さを一定と

した。 
（ｂ）タクシー乗場・一般車部の３ｃｍすりつけ 

 タクシー・一般車ロータリーでは車いすの人が歩

道から車道に降りてタクシーや一般車を利用するこ

ととなる。このため、その移動を円滑にするために

車道と歩道は段差をなくして摺り付けることが望ま

しい。 
 そこで、視覚障害者と車いす利用者に意見をきき、

双方が合意できた歩車道段差を３ｃｍとし、なめら

かに擦り付けることとした。 
 なお、バスロータリーではバスへの円滑な乗降を

可能とするために、１５ｃｍの歩車道段差とした。 

 
真１ タクシー･一般車ロータリーの３ｃｍ段差と摺付 

 

写真２ バスロータリーの１５ｃｍ段差 

 
（ｃ）触知図から音声案内へ 

 視覚障害者への駅前広場のバス停、タクシー乗場

等の情報提供方法として、当初は触知図を計画して

いたが、有識者へのヒアリング、視覚障害者との協

議等によって、 
・先天的視覚障害者は空間認識が困難であり、触知

図では情報取得に限界がある 
・視覚障害者は外部空間では常に緊張を強いられて

いて、現場で情報を得て行動することは一般的に

はなく触知図の利用はきわめて少ない（事前に外

出先の情報を得ているか、未知の場所には介助者

等と同行する） 
・未知の場所で、触知図の位置を認識することは困

難で、結果として利用されないものとなる 
 等の結果が得られたことから、触知図から音声案

内の設置に変更した。 
 
 
 
 
 
写真３ 視覚障害者による誘導ブロックの評価と、触知模型

を用いた設置方法等の協議 

 
（ｄ）横断歩道へのエスコートラインと音声装置の

設置 

 沼津駅前広場の北側約３００ｍに沼津盲学校があ

り、その生徒及び教師が日常的に駅前広場を経由し

て通学･通勤している。 
 このため、駅前広場に接する幹線道路の交差点に

おいて、横断歩道に視覚障害者を誘導するエスコー

トラインを設置して、安全な幹

線道路の横断を可能とした。 
 横断歩道上に視覚障害者の横

断方向をリードするエスコート

ラインを設置することは、横断

歩道の設置者である静岡県警は

慎重であった。その理由は自動

車走行の安全性、騒音の発生、

視覚障害者の誤認による横断の

危険性等であった。 
 しかし、盲学校からの要望も

あって、静岡県下におけるモデ

ル事業として設置することとな

った。 
（ｅ）誘導ブロックにサイドボ
ーダーの付加 

  

図２ 北口駅前広場設計図 注）図中の NO は文中の NO と対応 
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 駅前広場内の歩道は、沼津市固有のデザインであ

る沼津垣をモチーフとして、白色平板に茶褐色のア

ルゼンチン斑岩板を用いることとしていた。 
 この組み合わせ歩道に黄色の誘導ブロックを設置

すると所要の輝度比が確保できないことから、高松

市で導入していた事例を参考に、黄色の誘導ブロッ

クの両サイドに黒のサイドボーダーを付置すること

によって、必要な輝度比を確保することとした。 
 その検討にあたっては弱視の人に種々の組み合わ

せを比較検討してもらい、効果を確認して決定した。 

 
写真４ 誘導ブロックに黒のサイドボーダーを設置して所

要の輝度比を確保 
（ｆ）シェルターの延伸と 乗場での張出し 

 バスとタクシーの乗場には、雨や日照を遮るシェ

ルターが当初から計画されていたが、これを障害者

用バースとトイレまで延長することとした。 
 また、当初は歩道上のシェルター設置のみであっ

たが、バス及びタクシー乗場では車道側まで張出す

ことによって、乗降時にも雨に濡れないで乗降でき

るように変更した。 

 
写真５ バス・タクシー乗場でのシェルターの車道への張出  

 
（２）ＵＤ会議の開催と 理念の共有化・協働 

３．（１）（ｂ）で述べたように、タクシー・一般

車ロータリーでは歩車道段差を３ｃｍとして、それ

を０（ゼロ）すりつけすることとした。 
しかし、ＵＤに関する概念・考え方やそれに基づ

く当該地区における設計思想・適用方針が、「事業主

体―計画者―設計者―施工者」間で完全に共有化で

きていなかったことから、次のような問題が生じる

恐れがあった。 
ａ．設計図は上記のＵＤの考えに基づいた設計思想

を施工者に伝えるのに不十分であった。 
ｂ．施工者はＵＤの概念や設計思想を理解していな

かったために、不十分な設計図を勝手に解釈して

施工しようとして、段差なしの０(ゼロ)すり付け

部で空隙が生じて、車いすの利用に支障を生じる

恐れがあった。 
 このために、次のような改善策を実践した。 
①数社の施工者と事業主体の地域公団が協議し、Ｕ

Ｄの理念と当該駅前広場での適用方針を説明・理

解してもらった。 
②一部施工済部分を再整備した。 
③再整備に当たって、施工者側から施工図が作成さ

れ、それに基づいて再施工をした。 
④事業主体・計画者・設計者・施工者の４者で構成

する「ＵＤ会議」を設置した。 
このことによって、ＵＤの概念、設計方針、施工

方法等を協議・共有化し、ＵＤの考えを計画や設計

段階で止まらないで、施工まで確実に伝えて誰でも

が安全安心快適に利用できる駅前広場の実現に資す

ることとした。 
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図２ ＵＤ会議の構成 
 
（３）施工者からの提案 と実践 

 ＵＤ会議によって施工者もＵＤの理念を理解でき

たことによって、事業主体・計画者･設計者･施工者

が一体となり協働して駅前広場の整備を推進するこ

ととなった。 
 その結果、施工者から次のようなＵＤに係る施工

方法等の提案が出され、施工されている。 
（ａ）タクシーロータリー内の 排水性舗装 

計画者 

事業主
体 

設計者 施工者 

 



 タクシー・一般車ロータリーでは、前述のように

車いす利用者が円滑に車道に降りられるように歩車

道段差を３ｃｍとして０すりつけ施工を行っている。 
 この結果、 
・降雨時に車道から歩道へ雨水が流出 
・車道に雨水が溜まった場合にタクシー走行によっ

てタクシー待ちしている人に雨水がかかる 
 等が懸念された。 
 これに対応するために、タクシーの走行空間（歩

道側の車道の幅員２．５ｍ）を排水性舗装に変更す

ることが提案され、提案どおりに施工された。 

 
写真７ 施工者からの提案で実施されたタクシー・一般車ロ

ータリーの走行空間（W=2.5m）の排水性舗装 右側は通

常の舗装で、左側が排水性舗装 
 

（ｂ）歩車道境界ブロックの０すりつけ方法 

  ３（２）で既述のように、施工者自らＵＤの計画

意図に沿った施工図を策定・提案し、施工した。 
（ｃ）ロータリー出入口の横断歩道前の歩車道境界

ブロックの０すりつけ方法 

 （ｂ）と同様に、駅前広場と接続都市計画道路と

の接続箇所での横断歩道部の歩車道境界ブロックの

０すりつけについても、円滑な摺り付け方法につい

ての提案と施工図が施工者から提案されて施工され

た。 
（ｄ）誘導ブロックのサイドボーダーのエフロ対策 

 駅前広場内の歩道部の誘導ブロックの輝度比を確

保するために、黄色の誘導ブロックの両サイドに黒

いサイドボーダーを設置したが、エフロ(炭酸カルシ

ュウム)の発生によって黒色が退色し、輝度比が低下

する恐れが生じたことから、サイドボーダーを透水

性にし、表面をトップコートすることが施工者から

提案され、実施された。 

 
（４）施工中のユニバーサルデザインの実践 

（ａ）仮設通路への誘導ブロックの設置 

 駅前広場はバスロータリー、タクシー・一般車ロ

ータリー、歩道部等に区分して共用されながら施工

中である。このために、施工箇所の切り回しによっ

て仮設通路も度々変更することとなる。 
 既述のように、この駅前広場は盲学校の生徒等が

通学等で利用することから仮設通路に仮設の誘導ブ

ロックを敷設して視覚障害者の安全な通路を確保し

ている。 
（ｂ）盲学校の教師と生徒へのエスコート 

 視覚障害者は空間認識が困難であることから、工

事展開によって仮設通路が度々変更されることは視

覚障害者にとっては不安で苦痛となる。 
 このため、事業主体と施工者の協議により盲学校

の生徒・教師を駅改札口～駅前広場内仮設通路～駅

前道路の区間を朝夕エスコートするヒューマンサポ

ートを実施した。 

 
写真８ 仮設通路・誘導ブロックと視覚障害者のエスコート 

 
４．おわりに 

 
 当業務は、施工しながら当事者等の参加によるＵ

Ｄのチェック・修正を行ったために、通常の計画･

設計に止まらず、施工者とも協働が実現できたこと

は、ＵＤの達成方法であるバリアフリー・モビリテ

ィ、参加・協働の新たな展開を実現できた。 
また、この駅前広場は 2002 年夏頃完成の予定で

あるが、当事者等を交えて事後評価を行い、その結

果を区画整理事業、駅周辺の事業に拡大していく予

定である。 

 
 
参考文献 
１）「東駿河湾広域都市計画事業静岡東部拠点第一地区土地

区画整理事業ふるさとの顔づくり計画書」平成 13 年 3 月 

地域振興整備公団静岡東部特定再開発事務所 
２）「静岡東部拠点第一地区公共施設等景観･デザイン計画」

平成 13 年 3 月 地域振興整備公団静岡東部特定再開発事

務所 
３）秋山哲男、磯部友彦、北川博巳、都築正、寺島薫、松原

淳、松原悟朗、山田稔：都市交通のユニバーサルデザイン

学芸出版 2001 
４）「都市交通におけるユニバーサルデザインのあり方に関

する検討業務」平成 12 年 3 月 建設省都市局都市交通調

査室 
５）「都市のユニバーサルデザインの推進に関する検討」平

成 13 年 3 月 国土交通省都市・地域整備局都市交通調査

室 




